
(高校在学生向け）

綱
高等学校・高等専門学校等に在学している皆さんへ
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新宿区では、学習意欲があり、かつ経済的な理由で高等学校・

高等専門学校等での修学が困難な人を対象として、令和6年度

の新宿区奨学生を募集します。

奨学生には、修学上必要な資金（奨学資金）を無利子（※）

で貸し付けます。※｢雌について｣を辮

次のページからの「奨学生の条件」等をよく読んで、保護者、

担任の先生に相談のうえ応募してください。



蕊蕊認蕊趨璽蕊蕊 蕊蕊蕊露譲篠

(1) 新宿区に令和5年4用1日以前から引き続き居住しているこ
と。

(2) 高等学校・高等専門学校・中等教育学校（後期課程）・専修学
校の高等課程に在学していること。

(3)成績優秀であること。（学習意欲や学校生活における活動等も

選者内容に含みます）

(4) 経済的な理由により修学困難であること。

(5)同種の奨学金を借り受けていないこと。

（例：東京都育英資金、母子・父子福祉資金、東京都生活福祉資
金、日本学生支援機構奨学金、その他貸付金など）

鳫謹璽躍識通産騒薗

令和5年12月5日（火）午後5時必着

(期限後は一切受け付けできませんので、ご了承ください｡）

蕊謹塞湧電雲琴霧識簔溌蕊蕊鑿篝蕊篝蕊篝
下記の①と②の書類をご用意ください。

奨学資金貸付申請害

令和5年度住民税課税［非課税］証明書（以下に掲げる方）

１
①
②

１１晶

奨学資金貸付申請書に記入した家族のうち、令和4年1○

月～令和4年12月中に収入のあった方全員 (所得控除・扶

言親族の記載があるもの）

○ 連帯保証人

※ 住民税課税［非課税］証明書は、新宿区役所6階税務課及び各特別

出張所で発行を受けることができます。新宿区民でない連帯保証人の

方は、お住まいの自治体へお問い合わせください。

(2)在学校の校長に「奨学生推薦調書」を作成してもらいます。
(3)(1)と(2)の書類を新宿区教育委員会事務局教育調整課（｢問い合
わせ先」参照）に提出してください。

※ 奨学資金貸付申請害及び奨学生推薦調書はふ 新宿区教育委員会事務

局教育調整課で配布しています。

篭請書認識鐘砿謹慧箏猿

申請害は、選者上の大切な資料ですから、申請者ご本人が事実
をありのままに記入してください。虚偽の記載をしたときや、記
入漏れがある場合には、選者から除外されたり、採用後取り消し



となることがあります。

(1) 在学校欄には、公立・私立、全日・定時の別を記入してくだ
さい。

(2)連帯保証人は次の要件を備えた1名をたててください。
＊独立の生計を営んでいること。

＊貸付を受ける奨学資金の弁済をする資力を有すること。

(3) 年収は、収入のある方全員の令和4年1月～令和4年12月
までの所得を記入してください（住民税課税［非課税］証明害

の所得金額を記入)。無職や失職のときは、生計費の墓となって

いる収入について、記入してください。

(4) 職業欄については、勤務先等を具体的に記入してください。
（例 ○○商店、△△会社）

(5) 生活保護等を受給されている方は、指定の記入欄に必ず○印
を付けてください。

(6)申請害に押す印鑑は、申請者ご本人名義の銀行口座届出印（こ
れから口座を開設する方は届出印とする予定の印鑑）を使用し

てください。それ以外の方は、氏が同じでも－人ずつ個別の印

鑑を使用してください。（今回申請害に使用した印鑑は、今後の

必要書類の押印にも使用していただきます｡）

(7) 裏面は連帯保証人と連署してください。

蕊霊蕊診電蕊蕊霧蕊 龍繼錘識縫鰯溌識

(1) 学校長は、申請言、成續、その他の資料を墓に希望者の人物、
健康、学力、家計の状況などについて検討し、奨学生となる要
件を満たしていると認められる生徒を教育委員会に推薦します。

(2)教育委員会で、奨学生選考審査会で審査し、予算の範囲内で
奨学生の決定を行い、令和6年2月中にご本人に通知します。

蕊毒霊診鍾蕊蕊 奨崇篝溌繊顎蕊識篝繊期闇

(1) 貸付金の額

国公立 年額216,○○○円 （月額18,○○○円）

私 立 年額S60,○○○円 （月額S○,○○○円）

(2)貸付の期間

進学する学校の正規の修業年限

(3)貸付金の交付

奨学資金は学期ごとに、本人名義の普通預金口座へ振り込みま

す。
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蕊蕊診趨蕊蕊蕊蕊 奨義鑿鯨蝋繕

奨学生は、本区の奨学資金に閨する規定を守り、教育委員会
及び学校の指示に従い、奨学生としての資質の維持向上に努め
る必要があります。
学業成續が不振であったり、奨学生としてふさわしくない行

為があったと認められたとき、または区外へ転出したときは、
奨学資金の貸付が打ち切られます。

(1)

(2)

蕊蕊診返還驚霞鐵職I殖

(1) 貸付を終了した1年後から1○年以内に、年賦。半年賦・月

賦または一括払いで返還していただきます。奨学生ご本人宛て

に納入通知書を送付させていただきます。

(2) 無利子ですので、利息はかかりませんが、正当な理由がなく

返還期限までに返還しなかったときは、年1 0.95%の割合で違

約金を徴収します。

※貸付額と返還額の例（2年次より貸付を受けた例）

年間の返還
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10年 1 44,000円私立 4年 1 ,440,000円30,000円

(注）「年間の返還目安額」は、最長返還期間で返還計画を立てた場合の返還1年

間の返還額です。

蕊謹蕊溌趨塞蕊簔 闇;職雷I稔;越錨

ご不明な点は、

〒1 60-8484 新宿区歌舞伎町1－4－1 新宿区役所4階

新宿区教育委員会事務局 教育調整課管理係

hO3-5273-sO70 (平日8時30分～17時15分）

まで お問い合わせください。


